
自治会を対象とした

支援制度について

（令和８年度版）
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コミュニティ課 コミュニティ係



補助金以外の支援制度について 2

①印刷の支援

②自治会加入促進リーフレット

③活動物品の提供・貸出

④コミュニティ保険

⑤自治会長感謝状の贈呈



①印刷の支援 3

○内容
自治会活動に直結する文書について
有償で印刷を行います。

※自治会活動に直結する文書
・・・自治会報誌、総会資料、チラシなど

○受付期間
随時受付

自治会ハンドブック ２２ページ参照



①印刷の支援 4

○印刷費用
原稿 ： 1面（片面）につき５０円
印刷 ： 1枚（片面）につき１円

例）両面刷り2枚の資料を１５０部印刷したい
原稿 ： 4面（2面×２枚）×５０円＝２００円
印刷 ： ４面×１５０枚×1円＝６００円
合計 ： ２００円+６００円＝８００円

自治会ハンドブック ２２ページ参照



①印刷の支援 5

○主な留意事項
・窓口にて申請書の記入が必要です。

・３５部以上の印刷から受け付けます。

・印刷には1週間程度かかります。
（年度末は2週間弱かかる場合もあります）

・印刷用紙は自治会側で用意が必要です。
窓口での申請時にお持込ください。

自治会ハンドブック ２２ページ参照



②自治会加入促進リーフレット 6

○内容
コミュニティ課が作成したリーフレットを提供

○提供方法
印刷物（白黒）、電子データ（PDF・カラー）

○受付期間
随時受付

自治会ハンドブック ２０ページ参照



②自治会加入促進リーフレット 7

○依頼方法
次の内容を記載した申込書（様式あり）を提出
・自由記入欄に記載したい文言を記載。

○その他
・印刷物は35部以上から受付いたします。
なお、印刷には数日かかります。

・電子データはメールで送付します。

自治会ハンドブック ２０ページ参照



②自治会加入促進リーフレット 8

自治会ハンドブック ２０ページ参照

←表面 ←裏面



③活動物品の提供・貸出 9

○内容
下記の物品の提供・貸出

自治会ハンドブック ２０ページ参照

回覧板（バインダー） 提供

行事用テント・テント用ウェイト 貸出

非接触型体温計 貸出



③活動物品の提供・貸出 10

○受付期間
利用日の6か月前～1週間前（回覧板は随時）

○主な留意事項
・それぞれ数に限りがあります。事前にお電話
で在庫をご確認いただくとスムーズです。

・テントは2種類あります。
大テント（２間×３間） ： ９張
小テント（１間×１間） ： ３６張

自治会ハンドブック ２０ページ参照



④コミュニティ保険 11

○内容

自治会活動中に発生した事故について
補償する制度です。

○対象となる事故

（傷害事故）
自治会員がケガなどを負った場合

（賠償責任事故）
自治会が第三者等への賠償責任を負った場合

自治会ハンドブック ２２ページ参照



④コミュニティ保険 12

○対象となる活動
自治会として実施する事業・行事であり、
総会等で自治会の事業として位置づけられ、
参加を希望する全会員に開かれた活動

○対象外事項
飲酒状態での事故や熱中症の事故など、
補償の対象外となる場合があります。

自治会ハンドブック ２２ページ参照



④コミュニティ保険 13

○手続きについて
・事前の申請などは不要です。
実際に事故が発生したときに、コミュニティ
課へ速やかにご連絡ください。

・提出いただいた書類をもとに市と保険会社
で審査を行い、要件の適否を確認します。

自治会ハンドブック ２２ページ参照



④コミュニティ保険 14

○主な留意事項
・必要最低限の補償内容となっています。
活動内容を考慮し、必要に応じて他の保険
にも個別に加入するなどご検討ください。

・補償内容や対象外の活動などの詳細は、
パンフレットをご確認ください。
市ホームページからダウンロードできます。

自治会ハンドブック ２２ページ参照



⑤自治会長感謝状の贈呈 15

○内容
長く自治会長を務められた方へ感謝状を贈呈

○対象者
前年度をもって自治会長を退任された方で、
自治会長を通算５年以上務められた方。

○時期
例年７～８月頃に贈呈式を開催します。

自治会ハンドブック ８ページ参照



３．その他 16

①文書配布について

②個人情報の取り扱いについて

③防火管理者の選任について



①文書配布について 17

○対象
全自治会

○実施基準日（該当月の第１金曜日）
６/５ 、 ９/４、 １２/４ 、 ３/５

○内容
各自治会で回覧や掲示をしていただきたい
チラシ、ポスターなどを配布します。

自治会ハンドブック ２ページ参照



①文書配布について 18

○配布部数
届出されている部数どおりに配布します。
→変更したい場合は随時コミュニティ課へ

○配布方法
指定のお届け先に郵送
（※希望者には電子メールでも配布）

○文書の電子データ
市ホームページからダウンロードできます。

自治会ハンドブック ２ページ参照



②個人情報の取り扱いについて 19

○対象
全自治会
（自治会も個人情報保護法の対象です）

○問い合わせ先
個人情報保護委員会
個人情報保護法相談ダイヤル
０３－６４５７－９８４９

自治会ハンドブック ２ページ参照



②個人情報の取り扱いについて 20

○基本的な注意事項
・会員の個人情報を取得するときは利用目的
を示した上で取得する。

・利用目的に必要な情報のみ取得する。

・取得した情報は事前に示した利用目的以外
に使用しない。

・不要になった情報は速やかに消去する。

自治会ハンドブック ２ページ参照



③防火管理者の選任について 21

○対象
収容人数３０人以上の自治会館（集会施設）

※30人未満でも対象となる場合があります。

○対応が必要なこと
・防火管理者（資格が必要）の選任と各種届出

※詳細については、最寄りの消防署へ
お問い合わせください。

自治会ハンドブック ３ページ参照



ご説明は以上となります。
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（この動画の音声は音読さんを使用しています。）

ご視聴ありがとうございました。


